
 

月形町新型インフルエンザ等対策行動計画概要 

政府行動計画に基づき国、道、事業者等と連携、協力し発生段階に応じた総合的な対策を推進 

 

 

対策の目的                             対象とする感染症 

       ・感染拡大を可能な限り抑制し、住民の生命及び健康を保護する      新型インフルエンザ  再興型インフルエンザ   

・住民の生活、経済に及ぼす影響を最小限にとどめる           新感染症 

                                               

                 

  対策実施上の留意点 

                                          １ 基本的人権の尊重 

                                          町民の権利と自由に制限が加わる場合は、 

必要最低限になるようにする。 

                                               

２ 危機管理としての特措法の性格 

                                                万が一の場合の危機管理であり、どのよう 

                                          な場合でも講じるものではない。 

参考：月形町流行規模・被害想定        

                         発症率  全人口の約２５％      ３ 関係機関相互の連携協力の確保 

                         外来患者数  ３９０人～７５０人   国、道等と相互に緊密な連携を図る。 

                         入院患者数  １６人         

                         死者      ５人        ４ 記録の作成・保存 

町対策本部における対応は、記録を作成・ 

保存・公表する。 

                                           

 

○感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせることにより医療体制の整備やワクチン製造のための時間を確保する。 

○流行のピーク時の患者数を抑制し、医療体制への負担軽減、適切な医療受診を促し重症者、死亡者を減らす。 

 

 



発生状態別 項目ごとの対策  各種対策を効果的に組み合わせ、発症前から流行が終息するまで状況に合わせた対策を実施します。 

  発生状態 

未発生期            海外発生期            国内発生早期          国内感染期 まん延期               小康期         
対策   

実施体制 

・実施計画の策定・見直し 

 

・道、町行動計画に基づく対策の実施 

【緊急事態宣言が発出された場合】 

【緊急事態解除宣言が発出された場合】    月

形町新型インフルエンザ等対策本部の廃止 

・業務継続計画の策定 

・初期対応体制の確立や関係機関等との連

携・情報交換 

月形町新型インフルエンザ等対策本部の設置・継続 

※ 緊急事態宣言が発生されていない場合でも、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない

任意の対策本部を設置することが可能 

   

情報収集・提供・共有 
・情報収集と的確な情報提供のための体

制の整備 

・必要な情報の収集     

・関係機関との情報共有と注意喚起 

・積極的な情報の収集      

・関係機関との情報共有と状況把握 

 

 

  
・第一波の終息と、第二波についての注意喚起 

・相談窓口の設置 ・相談窓口の体制充実 ・相談窓口の体制充実・強化 ・相談窓口の体制充実・強化 ・相談窓口の縮小 

予防・まん延の防止 

・個人における対策の普及 

・感染対策の体制整備 ・感染拡大防止対策に実践 ・まん延防止策の実践強化 

 

・計画の評価   ・感染予防策の徹底促進 

 

 

・国及び道の要請に応じ適宜協力 

 

（情報提供・外出自粛・学校施設等の臨時休業等） 
 

 

・第二波に備える 

予防接種 

特定接種 ・対策に携わる町職員への接種の準備等 ・対象者に特定接種を実施 

 

    

・国の方針に従い再整備 

住民接種 ・町民に対する予防接種体制の構築 ・実施体制の整備 

・町民に対する予防接種の実施 

 

 

及び接種に関する情報提供の開始   
 

医 療   ・医療機関等への情報提供 ・医療機関等への積極的な情報提供 

・医療機関等への情報提供 

 

・情報提供  ・通常の医  

・診療体制の確保と町民への周知   療体制への変更 

生活・地域経

済の安定の

確保 

生活支援 

・食料品・生活必需品等の確保、配分等

の方法について検討 

・住民に対する食料品等の確保、配

分、配布の実施 

 

    

・計画の評価 
  

  

・支援を必要とする世帯への食料品等の

配布方法の検討 ・その他、必要と思われる住民支援 

  
  ・第二波に備える 

 

 
  

・援護者の把握       

埋火葬 ・死亡者増加をふまえ、円滑な埋火葬のための体制整備（遺体確保場所の確保） ・死亡者の増加にともない、円滑な埋火葬体制の整備開始 

・火葬体制の実施・継続 

・計画の評価 ・臨時遺体安置所の拡充 

・墓地埋葬法の手続の特例

に基づく埋火葬に係る手続 

・第二波に備える 

 


